
自家消費申請チャート

令和2年10月31日までの
契約（又は契約予定）である

交付申請時に機器を
設置している

※令和2年4月1日以降の
設置である事

交付申請
+

実績報告
※令和2年11月30日

までに申請

交付申請
※令和2年11月30日

までに申請

設置(＝領収日)
※交付決定を待たずに

対応可

実績報告
※領収日から6か月以内

交付決定

契約/設置(＝領収日)
※必ず交付決定後に対応

実績報告
※領収日から6か月以内

交付申請
※令和3年3月31日

までに申請

はい いいえ

はい いいえ


